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(１) 選定の与件

１ ．地方自治法の規定

２ ．人口集中地区

３ ．災害への備え

４ ．都市計画マスタープランにおける構想・方針

５ ．建設用地

６ ．法的要件

７ ．敷地面積
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１ 地方自治法の規定

市の主たる事務所である市役所本庁舎の位置は、市民の生活にも

重要な影響を持つことから、地方自治法第４条第２項に「地方公

共団体の事務所の位置は、住民の利用に最も便利であるように、

交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わな

ければならない。」とされている。

２ 人口集中地区

平成２７年国勢調査に基づく本市の人口集中地区は、次ページの

通り。
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※ 人口集中地区とは（＝ DID地区）

国勢調査において設定される統計上の地区。

市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上
となる地区に設定される。

③

④

①現庁舎敷地
②文化会館駐車場敷地
③旧衛生センター敷地
④うずしおふれあい公園敷地
消：消防署
税：税務署
文：文化会館

：人口集中地区

消税

文
②
①
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３ 災害への備え

○ 既知の災害想定

本庁舎の整備にあたっては、市民の生命と財産等を守る拠点

施設として、大地震等の災害発生時にも、安心して業務を継続

できる安全性能を確保することが最優先であると考える。

災 害 種 別 被 害 想 定

中央構造線・活断層地震
地震 ： 最大震度７
液状化 ： 阿讃山脈南縁を中心に液状化危険度が極めて高い

南海トラフ巨大地震

地震 ： 震度６強
液状化 ： 阿讃山脈南縁を中心に液状化危険度が極めて高い
津波 ： 最大７.１ｍ（岡崎海岸）

浸水想定区域の多くが津波災害警戒区域に指定

洪水 河川氾濫 ： 大麻町～里浦町南部で、河川氾濫による浸水被害を想定

土砂災害 土砂災害 ： 市内の山際各所で、急傾斜地崩壊等の発生を想定

ため池決壊 ため池決壊 ： 各ため池の下流域で、ため池決壊による浸水被害を想定
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４ 都市計画マスタープランにおける構想・方針

・将来都市構造

鳴門駅周辺を本市の中心拠点とし

て、にぎわい生活産業拠点に位置づ

け、徒歩や自転車で移動できる範囲

に必要な都市機能が集積したコンパ

クトな都市づくりを進める。

（抜粋）

・土地利用の基本方針

中心市街地の南部地域には、市役

所や税務署などが集積していること

ら、今後も行政サービスの拠点とし

て土地利用を促進し、中心市街地の

利便性向上を図る。



7

○自己用地の活用

【メリット】

・新たな用地取得の必要がないため、事業費の抑制や事務（用

地交渉など）の軽減を図ることができる。

・用地交渉などの必要がないため、事業期間の見通しが立てや

すく、早期実現性の点に優れる。

【デメリット】
・建設用地選定の選択肢が限定される。

５ 建設用地
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○新たな用地取得

【メリット】

・計画条件に見合う広さ、立地条件などを有した敷地を取得で
きる可能性がある。

【デメリット】
・新たな用地取得のため、事業費や事務（用地交渉など）の増

大を招く。
・用地交渉が必要であり、事業期間の見通しが立てにくく、早

期実現性の点に劣る。

・計画条件に見合う広さ、立地条件を満たす敷地が無い恐れが
あり、有る場合でも事業費が高額になる恐れがある。

事業費、用地交渉、事業期間、早期実現性の観点から、自己用地

の活用による建設用地選定がより望ましい。
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６ 法的要件

現時点で検討すべき法的要件としては、都市計画法に基づく
用途地域、建築基準法に基づく用途制限が挙げられる。

・用途地域 … 秩序ある街区形成を図るため、土地利用の用途
（建設できる建物）を制限する地域

・用途制限 … 用途地域の指定に応じ、当該地域に建設できる
建築物に課す制限

庁舎は、建築基準法上の｢事務所」として取り扱われ、床面積

が３千㎡を越える事務所が建設できる地域は、用途地域のうち、

「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商

業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」、

「用途地域指定のない区域」の８つの地域区分に限られる。

※ このほか、新庁舎の供用開始までの各段階（計画、設計、施工、供用開始）では、建築関係法規
をはじめ、環境保全関係法規、消防・防災関係法規など、様々な法令に基づく条件をクリアしてい
く必要がある。
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○ 用途地域の設定状況

①③

④

①現庁舎敷地
②文化会館駐車場敷地
③旧衛生センター敷地
④うずしおふれあい公園敷地
消：消防署
税：税務署
文：文化会館

消税

文
②
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７ 敷地面積

現庁舎ほか５庁舎に属する来庁者・公用車用駐車場は約２５０
台（使用頻度の少ない共済会館南側駐車場を除く）、職員駐車場
は約３５０台、計６００台程度の駐車台数を確保している状況。

１台あたり２５㎡（参考：旧地方債同意等基準）と仮定すると、
駐車場面積は、６００台×２５㎡/台＝１５,０００㎡ となる。

また、新庁舎屋外空間への環境緑地や市民交流スペースなどの
設置を考慮し、余裕規模を３０％必要と仮定すると、

１５,０００㎡×１.３＝１９,５００㎡ となる。

ただし、土地の確保しにくさを考慮し、駐車場を立体とする
ことも検討する必要があることから、駐車場面積を、

１９,５００㎡×１/３（３階建て立体駐車場）≒６,５００㎡

とすることも可能であるため、従って屋外空間は、約６,５００～
１９,５００㎡の範囲で確保するものとする。

○ 駐車場規模の算定
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新庁舎の延床面積及び駐車場面積から敷地規模を算定する。

用途地域の種別ごとに容積率などが変動するため、用途地域を

考慮した場合、敷地規模は以下のとおり。

○ 敷地規模の算定

延床面積 容積率
庁舎に必要な

敷地面積
駐車台数

必要な
敷地面積合計

３００％の地域
（近隣商業地域など）

約４,０００㎡以上
約１０,５００㎡
～２３,５００㎡

２００％の地域
（住居系用途指定

地域など）
約６,０００㎡以上

約１２,５００㎡
～２５,５００㎡

１２,０００㎡

６,５００㎡
（立体駐車場）

～
１９,５００㎡

（平面駐車場）

従って新庁舎を近隣商業地域に建設する場合は、約１０,５００

㎡～２３,５００㎡、住居系用途指定地域などに建設する場合は、

約１２,５００㎡～２５,５００㎡の敷地規模が必要になると考え

られる。
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(２) 建設候補地について

新庁舎の建設候補地を抽出するにあたっては、まず、それぞれ
の土地が持つ特殊要因とは関係なく、ある程度まとまった面積が
確保できる自己用地として、次の４箇所を抽出した。

① 現庁舎敷地（撫養町南浜）

② 文化会館駐車場敷地
（撫養町南浜）

③ 旧衛生センター敷地
（撫養町木津）

④ うずしおふれあい公園敷地
（撫養町斎田）

① 現庁舎敷地
③ 旧衛生センター敷地

④ うずしおふれあい公園敷地

② 文化会館駐車場敷地
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◇ 各候補地の概要
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４つの建設候補地について、（１）で示した各項目などをもとに
設定した、次の事項を中心に比較検討を行う。

・ 建設事業に加えて必要となる費用の有無

・ 人口集中地区への立地

・ 駅やバス停などからのアクセス性

・ 他の官公署等からのアクセス性

・ 災害被害を受けにくい立地・災害対策の必要性

・ 災害発生時・後におけるアクセス性

・ 都市計画マスタープランにおける構想・方針

・ 各種法令との適合性

(３) 建設候補地の条件比較について

利 便 性

防災拠点・
安全性

整 合 性

経 済 性
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◇ 各候補地の条件比較

①用地取得の必要性 ○

必要な敷地面積：１０,５００～２３,５００㎡
現在の敷地面積：１５,５００㎡（別に駐車場用地あり）

従来の職員駐車場、周辺の民間駐車場が活用できる
ため、新たな用地取得は不要
ただし、隣接するJA駐車場や民間の駐車場用地を
取得し、一帯整備を図ることは考えられる

○

必要な敷地面積：１２,５００～２５,５００㎡
現在の敷地面積：７,０００㎡（別に駐車場用地あり）

従来の職員駐車場、周辺の民間駐車場が活用できる
ため、新たな用地取得は不要
ただし、撫養川沿いの民間の駐車場用地の借り上げ
などは考えられる

②公共交通体系の
見直し･災害対策
による事業費拡大

△
地震対策･津波対策による事業費の増大が見込まれ
る △

地震対策･津波対策による事業費の増大が見込まれ
る

①駅やバス停からの
アクセス性 ○

鳴門駅から７００m
バス停が隣接 △

鳴門駅から１km
バス停から３３０m

②他の官公署等から
の距離 ○ 主な官公署等がすべて１km以内に立地 ○ 主な官公署等がすべて１km以内に立地

①地震による影響等 ×
最大震度７（活断層）

既知活断層まで４００m（イエローゾーン外）
液状化危険度極めて高い

×
最大震度７（活断層）

既知活断層まで６００m（イエローゾーン外）
液状化危険度極めて高い

②津波による影響等
･洪水による影響等 △ 最大基準水位２.１m × 最大基準水位２.９m

③災害発生時・後に
おけるアクセス性 ○

災害時の緊急輸送道路に直結
アクセス道路が２本以上 △ アクセス道路が２本以上

①都市計画マスター
プランとの整合性 ○

現庁舎と同位置であるため、整合性あり
将来都市構造上は「にぎわい生活産業拠点」で、土
地利用方針場は「業務ゾーン」

△
将来都市構造上は現庁舎と同じエリアに属するが、
土地利用方針上は「住居ゾーン」

②各種法令との適合性 ○ 特殊な法令上の手続きを必要としない △
第一種中高層住居専用地域からの用途変更を行うた
め、都市計画法上の手続きを要する

①現庁舎敷地 ②文化会館駐車場

経
済
性

利
便
性

防
災
拠
点
・
安
全
性

整
合
性
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①用地取得の必要性 △

必要な敷地面積：１２,５００～２５,５００㎡
現在の敷地面積：１７,８００㎡

立体駐車場の整備が必要
なお、周辺で新たに取得できる用地は少ない

△

必要な敷地面積：１２,５００～２５,５００㎡
現在の敷地面積：２３,５００㎡

立体駐車場の整備が必要
なお、周辺で新たに取得できる用地は少ない

②公共交通体系の
見直し･災害対策
による事業費拡大

×
公共交通体系の見直し・地震対策・ため池浸水対策
による事業費の増大が見込まれる ×

公共交通体系の見直し・地震対策・津波対策による
事業費の増大が見込まれる

①駅やバス停からの
アクセス性 ×

教会前駅から１km
バス停から９４０m ○

鳴門駅から７００m
バス停が隣接

②他の官公署等から
の距離 × 主な官公署等から３km以上離れている ○ 主な官公署等がすべて２km以内に立地

①地震による影響等 △
最大震度６強（活断層）
既知活断層まで３３０m（イエローゾーン外）
液状化危険度かなり低い

×
最大震度７（活断層）
既知活断層まで７００m（イエローゾーン外）
液状化危険度極めて高い

②津波による影響等
･洪水による影響等 ○ 最大基準水位０m × 最大基準水位２.６m

③災害発生時・後に
おけるアクセス性 × アクセス道路が１本 △ アクセス道路が２本以上

①都市計画マスター
プランとの整合性 × 将来都市構造、土地利用方針ともに「指定なし」 △

将来都市構造上は現庁舎と同じエリアに属するが、
土地利用方針上は「都市緑地ゾーン」

②各種法令との適合性 △
都市計画法に規定する開発許可申請を要する
都市計画施設の設定を解除する手続きを要する ×

第一種住居地域からの用途変更を行うため、都市計
画法上の手続きを要する
都市公園の廃止に向けた各種手続き、周辺住民等か
らの理解を要する

整
合
性

経
済
性

利
便
性

防
災
拠
点
・
安
全
性

③旧衛生センター敷地 ④うずしおふれあい公園敷地
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◇ 参考：地震対策・津波対策

【地震対策】

・免震構造の検討

・表土にサンドパイルを打つ等、液状化防止工法の検討

【津波対策】

・窓口配置の比較検討

・地盤のかさ上げの検討

・地下をつくらない計画の検討

・出入口への収納式防潮堤設置の検討

・重要諸室の２階以上の非浸水レベル

への設置検討


